
（電子メール施行） 

 

令和７年４月２３日   

 

 

各都道府県私立学校所管部署 御中 

 

 

宮城県・仙台市    

 

 

宮城県・仙台市における宿泊税の課税開始に関する周知について（通知） 

 

宮城県・仙台市の観光行政並びに税務行政につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 

さて、宮城県・仙台市では、観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要な環境の整備、交流人

口の拡大を図る施策に要する費用に充てるため、令和８年１月１３日より法定外目的税である宿泊

税の課税を開始します。 

つきましては、関係部署及び各市町村所管部署への周知について御協力をお願い申し上げます。 

 なお、教育委員会には、別途通知しています。 

 

 

 

 

 

 

  

（担当） 

宮城県総務部税務課                 TEL:022-211-2324 

   経済商工観光部観光戦略課     TEL:022-211-2823 

仙台市財政局税務部市民税企画課     TEL:022-214-8443 

   文化観光局観光交流部観光戦略課 TEL:022-214-8259 


